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1. はじめに 

1.1. はじめに 

本マニュアルは、事業者（賃貸人）の方がセーフティネット住宅情報提供システム（以下、「情報提供シス

テム」という。）の事業者向け管理サイト（以下、「事業者管理サイト」という。）を使用するにあたっての使用

方法や諸注意を説明しています。 

※ 本マニュアル中に表示されている事業者管理サイトの操作イメージ（以下、「イメージ画像」という。）

はあくまでひとつの例であり、その中に表示されている情報は実際のものではありません。また、イメ

ージ画像の中の入力文字と、マニュアル中の表記が異なっている場合はマニュアルの表記が優先

されます（イメージ画像は開発中のソフトを使用して作成しているため、一部、本稼働後の画面とは

異なっている場合があります。予めご了承ください）。 

1.2. 登録情報について 

登録する情報は、法令により定められた登録情報と情報を閲覧するユーザーの利便に供すること

や、情報提供システムで適切に情報を管理するため、本システムで独自に設けた登録情報（以下、

「システム独自項目登録情報」）の 2つに区分されます。 

法令により定められた登録情報は、都道府県等の登録窓口への登録申請・承認が必要になります

が、システム独自項目登録情報は、都道府県等の登録窓口への登録申請・承認せずに、自らの責

任により任意で登録・更新することができます。 

1.3. 登録申請について 

住宅確保要配慮者の入居を受け入れる賃貸住宅を登録する場合、事業者管理サイトにおいて登録申請

することが必要になります。また、登録申請において、登録申請書の他に添付書類の提出が必要になり

ます。これら添付書類については誓約書や間取り図等のほか、都道府県等の登録窓口によって追加的に

求められる書類がある場合もございますので、あらかじめ各窓口に確認してください。 

また、本システムにより、これら添付書類である誓約書及びその他添付書類の登録窓口への送付が可能

です（7.3及び 9.参照）。 

※ 登録申請は、事業者（入居者と賃貸借契約を締結する賃貸人）が建築物ごとに登録してください。 

※ システム独自項目登録情報を登録する場合、同様に、事業者管理サイトにおいて登録してくださ

い。 

1.4. 変更届出について 

登録申請による登録を完了（情報提供システムホームページに公開）した後に、登録情報を変更したい場

合、変更事項発生後、30日以内に、事業者管理サイトにおいて変更届出することが必要になります。登録

申請と同様に、変更届出書の添付書類については登録窓口に確認してください。 
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※ 変更届出については、11.及び 12.を確認してください。 

※ システム独自項目登録情報の変更をする場合、同様に、事業者管理サイトにおいて変更してくださ

い（13.参照）。 
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2. 登録申請・変更届出について 

2.1. 登録情報の登録の流れ 

登録申請から公開までの大まかな流れは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 登録申請書の添付書類については登録窓口の指示に従い、事業者管理サイトにより提出してください。 

＜システム＞ ＜事業者＞ 

アカウント登録 

管理サイトログイン 

登録情報入力・編集 

ＩＤ・パスワード発行 

入力情報の仮保存 

確定情報（登録申請 

データ）の保存 

＜都道府県等（登録窓口）＞ 

登録申請書受付・審査 

差戻し ※内容に不備がある場合   

入力情報の公開 公開    

問合せ先情報入力 入力情報の仮保存 

登録申請情報の確定 

承認（公開 or差戻し） 
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2.2. 登録情報の変更の流れ 

変更届出から公開までの大まかな流れは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 変更届出の添付書類については登録窓口の指示に従い、事業者管理サイトにより提出してください。 

※ 変更届出を行った後に、登録窓口より届出の承認を得られないと次回の変更届出操作ができなくなりま

すので、ご注意ください。 

 

＜システム＞ ＜都道府県等（登録窓口）＞ ＜事業者＞ 

差し戻し（内容に不備がある場合）   

システム独自項目 

登録情報の変更（編集） 

システム独自項目 

変更情報の確定 

システム独自項目 

変更情報の仮保存 

システム独自項目 

変更情報の公開 

管理サイトログイン 

変更届出情報の確定 

変更前後内容の仮保存 

管理サイトログイン 

登録情報の変更（編集） 登録情報の仮保存 

変更前後内容の仮保存 

確定情報（変更届出 

データ）の保存 
管理サイトログイン 

変更届出受付・確認 

（変更届出データの確認） 

承認 or差し戻し 

 

変更情報の公開 

変更前後内容の入力 
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3. 事業者管理サイトの使用にあたって 

3.1. 事業者管理サイトの使用について 

本サイトでは、登録申請、又は変更届出を行うことができます。 

登録申請、又は変更届出をされた場合、入力された内容に問題が無ければ、登録窓口の承認が得られ、

情報提供システムホームページにおいて登録情報（公開可の登録情報のみ）が公開されます。 

セーフティネット住宅情報提供システムホームページの URL 

         http://www.safetynet-jutaku.jp/ 

3.2. 使用環境について 

本サイトを使用するためには、以下の環境が必要になります。 

 

◆ブラウザ 

・ Internet Explorer 11 

・ Chrome 54～59 

・ Firefox 49～54 

・ Safari(Macintosh) 8～10 

・ Microsoft Edge 

◆ブラウザ設定 

・ 本サイトドメインに関するクッキー（Cookie）を継続的に受け入れられること 

・ JavaScriptが動作可能であること 

・ ポップアップウィンドウのブロックを行っていないこと 

◆PDF 

・ PDF ファイルを参照するには、Acrobat readerのインストールが必要です 

◆メール受信環境 

・ 随時メールを受信できる環境であること。 

◆インターネット接続 

・ 32Kbps以上の回線速度でインターネットに接続可能であること 

◆画面表示領域 

・ 画面表示領域が幅 1024ピクセル×縦 768ピクセル以上であること 

3.3. 入力について 

本サイトにおいてデータを入力する際に、入力項目に「入力制限」が設定されている場合があります。 

これは入力されたデータをコンピュータ側で確認し、その内容をチェックするもので、制限通りに正しく入

力されていない場合にはエラーメッセージが表示され、入力画面に戻ってデータの確認・再入力が求めら

れます。その場合には、入力制限の表示内容をよく確認したうえ、正しい情報を再入力してください。 
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注意） 利用可能な文字について 

本サイトで利用可能な文字は、JIS規格における漢字コード JIS X 0208（JIS第一水準漢字、JIS第二

水準漢字）と JIS X 0201になります。これ以外の特殊な文字（機種依存文字など）が登録した内容に含ま

れている場合、画面表示及び PDF出力で文字化けを起こすことがあります。予めご了承ください。 

注意） 入力作業の中断について 

1つの入力画面上で入力作業を中断して長時間放置した場合には、データの仮保存ができなくなる場合

があります。入力作業を長時間中断する場合には、一旦仮保存するか、中断後に「事業者 HOME」画面

から作業をやり直してください。 

 



9 

 

4. 事業者管理サイトログイン用 ID・パスワード取得 

事業者管理サイトにログインするには、まずアカウントを登録し、パスワードの発行を受ける必要がありま

す。 

4.1. アカウント登録画面の表示 

○ 「事業者アカウント登録」画面を以下の URL により表示してください。 

 https://www.safetynet-jutaku.jp/agent/account_entry.php 

※ 情報提供システムホームページの「新規登録申請方法について」ページにおける「2．事業者（賃貸

人）のアカウント登録（ログインパスワードの取得）」の「事業者アカウント登録画面」からも表示可能で

す。 

4.2. 事業者アカウント登録 

 

○ 適切に選択及び必要事項を入力してください。 
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■アカウント登録事業者 

事業者（入居者と賃貸借契約を締結する賃貸人）の情報を入力してください。 

■アカウント登録担当者 

   登録申請を行う担当者（事業者から依頼を受けた登録申請業務を行う代理人等も含む）の情報を

入力してください。 

※ アカウント登録事業者とアカウント登録担当者が同一の場合、「所属」欄に「本人」とご入力ください。 

■情報提供メール配信 

セーフティネット住宅に係る国土交通省等からの情報提供メールをアカウント登録担当者の E

メールアドレス宛に受信したい場合、「配信を希望する」を選択してください。もし、配信を希望

しない場合は、「配信を希望しない」を選択してください。 

○ 入力後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 入力した内容で問題が無ければ、「この内容で登録する」をクリックしてください。もし、修正を

行う必要がある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再入力が可能です。 

 

○ 以上のメッセージが表示され、入力した E メールアドレス宛てに、事業者管理サイトログイン用

の ID・パスワードをお知らせするアカウント登録完了メールが送信されます。 

○ メールの着信、及び、内容を確認してください。 

○ 「ログイン画面に進む」をクリックしてください。ログイン画面が表示されます。 

※ 事業者管理サイトログイン用の ID・パスワードは、システムにより自動で作成されます。 

※ 事業者管理サイトログイン用の ID・パスワードは、紛失しないようにご注意ください。 

※ 事業者管理サイトログイン用のパスワードは、変更が可能です（17.参照）。 

留意点 
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5. 管理サイトログイン 

5.1. ログイン画面の表示 

○ 「セーフティネット住宅事業者管理サイトログイン」画面を以下の URL より表示してください。 

URL: https://www.safetynet-jutaku.jp/agent/ 

※ 情報提供システムホームページの「新規登録申請方法について」ページにおける「3．登録申請」の

「事業者向け管理サイト ログイン画面」から表示可能です。 

5.2. ログイン 

 

○ 事業者管理サイトログイン用の ID を「ログイン ID」欄に、パスワードを「ログインパスワード」

欄に入力して、「ログイン」ボタンをクリックしてください。 

※ ログインを行うためには、必ずブラウザ設定において「Cookie」という機能をオンにしてください。 

ブラウザ設定変更方法に関しては、各ブラウザのヘルプに記載されている方法を参考にしてくださ

い。 

※ ログインから２４時間経過すると自動的にログアウトされます。 

 

注意） 複数アカウントへの同時ログインについて 

同じパソコン上で複数のアカウントへ同時にログインすることは、トラブルの原因となるため絶対に行わな

いでください。本サイトではその場合の正しい動作を保証いたしません。 

１つのアカウントにおける登録等作業の完了後は必ずログアウトしてください。「ログアウト」ボタンはログイ

ン後の各画面右上部に設置されています。 

https://www/
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5.3. 事業者 HOME 

 

 

●住宅管理（一覧） 

登録申請データ又は変更届出データを入力して、登録申請又は変更届出が可能です。 

●問合せ先管理（一覧） 

情報提供システムホームページに掲載される問合せ先情報の登録・編集が可能です。 

●アカウント登録情報変更 

アカウント登録担当者の「E メールアドレス」以外のアカウント登録情報（4.2 参照）の変更が可能で

す。 

●メールアドレス変更 

アカウント登録担当者の「E メールアドレス」（4.2参照）の変更が可能です。 

●パスワード変更 

事業者管理サイトログイン用パスワード（4.2参照）の変更が可能です。 

●入力マニュアル 

「操作マニュアル（PDF）」をクリックすると、事業者管理サイト入力マニュアル（本資料）を PDF デー

タとしてダウンロード可能です。 
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6. 問合せ先情報の登録 

情報提供システムホームページでは、各登録物件の情報を閲覧された一般の方が賃貸を希望された場

合に問い合わせいただく問合せ先の情報も公開可能です。これら問合せ先情報を登録される場合、後述

の作業を進めてください。 

○ 「事業者ＨＯＭＥ」画面を表示してください（5.3参照）。 

6.1. 事業者 HOME 

 

○ 「問合せ先管理（一般）」をクリックしてください。 

6.2. 問合せ先一覧（初期設定時） 

 

○ 「問合わせ先の新規登録」をクリックしてください。 
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6.3. 問合せ先情報の新規登録 

6.3.1. 問合せ先登録・編集（初期設定時） 

 

○ 適切に選択及び必要事項を入力してください。 

 

 

■全般について 

賃貸借契約の仲介を依頼する不動産会社等の問合せ先情報を入力してください。仲介を依頼せず 

に登録を行う事業者も情報を入力してください。 

※ 問合せ先情報は公開されます。事業者（賃貸人）の責任において正確にご入力ください。もし、情

報（電話番号等）の誤りなどにより問題が生じた場合、事業者が一切の責任を負い、対処してくださ

い。 

○ 入力後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 入力した内容で問題が無ければ、「この内容で登録する」をクリックしてください。もし、修正を

行う必要がある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再入力が可能です。 

留意点 
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○ 設定完了後、「問合せ先一覧に戻る」をクリックしてください。 

6.4. 問合せ先情報の編集（追加，修正，削除） 

問合せ先情報の①追加、②修正、③削除が可能です。 

○ 「問合せ先一覧」画面を表示させてください。 

6.4.1. 問合せ先一覧（問合せ先情報登録済み） 

 

登録されている問合せ先情報が一覧に表示されます。 

●商号・名称又は氏名，住所,電話番号 

現在、登録されている問合せ先の当該情報が自動的に表示されます。 

●紐付け住棟数 

事業者管理サイトにおいて登録されている住棟のうち、登録されている問合せ先情報に関連

がある住棟数が自動的に表示されます。 

●操作 

「編集」をクリックしますと「編集」画面に、及び、「削除」をクリックしますと「削除」確認メッセージが表

示されます。「編集」及び「削除」の操作が可能です。 

6.4.2. ①問合せ先情報を追加する場合 

問合せ先情報は複数登録可能です（登録方法は、6.3.1 と同一です）。 

※ 登録いただく住棟毎の問合せ先をこれら複数の問合せ先から選ぶことができます（8.5参照）。 

○ 「問合せ先一覧」画面（6.4.1参照）において、「問合わせ先の新規登録」をクリックしてくださ

い。 

○ 「問合せ先登録・編集」画面（6.3.1参照）が表示されますので、必要事項を入力してください。 

○ 入力後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 入力した内容で問題が無ければ、「この内容で登録する」をクリックしてください。もし、修正を

行う必要がある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再入力が可能です。 

○ 設定完了後、「問合せ先一覧に戻る」をクリックしてください。 
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6.4.3. ②問合せ先情報を修正する場合 

○ 「問合せ先一覧」画面（6.4.1 参照）において、修正したい問合せ先の「編集」をクリックして

ください。 

 

○ 「問合せ先登録・編集」画面が表示されますので、「商号・名称又は氏名」、「住所」、「電話番号」

欄において、上書き保存的に修正してください。 

○ 修正後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 修正した内容で問題が無ければ、「この内容で登録する」をクリックしてください。もし、再修正

を行う必要がある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再入力が可能です。 

○ 設定完了後、「問合せ先一覧に戻る」をクリックしてください。 

6.4.4. ③問合せ先情報を削除する場合 

○ 「問合せ先一覧」画面（6.4.1 参照）において、修正したい問合せ先の「削除」をクリックして

ください。 

○ 削除確認メッセージが表示されます。削除に問題がなければ「OK」をクリックしてください。も

し、削除を中止する場合、「キャンセル」をクリックしてください。 
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7. 登録情報の入力・編集（登録申請データの作成） 

○ 「事業者ＨＯＭＥ」画面を表示してください（5.3参照）。 

7.1. 事業者 HOME 

 

○ 「住宅管理（一覧）」をクリックしてください。 

7.2. 住宅一覧 

 

○ 「住宅の新規登録」をクリックしてください。 
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7.3. 住棟 登録 基本情報 

○ 以下の項目に対して適切に選択及び必要事項を入力してください。 

 

 

 

■住宅の区分 

セーフティネット住宅として登録したい住宅を対象にして、一般住宅（戸建賃貸・アパートなど）

又は共同居住型住宅（シェアハウス）に区分し、該当する選択肢を選択してください。 

※ 共同居住型住宅とは、一つの住宅や住戸に複数の賃借人が共同で居住する形態で、各賃借人は

個室を専用使用するほか、台所・居間・トイレ・浴室等を他の賃借人と共同で使用する住宅（いわゆ

るシェアハウス）が該当します。 

※ 一般住宅とは、共同居住型住宅以外の住宅が該当します。 

留意点 



19 

 

■住宅の名称 

住宅の名称を漢字及びふりがなで入力してください。 

※ ふりがな欄では、カタカナは入力不可になります。 

■住宅の所在地 

所在地は、住居表示を入力してください。「所番地以下の公開・非公開」項目において「非公開」

を選択することにより、末尾の所番地以下の情報に限り、希望に応じて情報提供システムホーム

ページ上では非公開とすることができます（登録申請書においては、末尾まですべて表示されま

す）。 

※ 「町名以下」欄に「〇〇町〇丁目」等（公開必須）を、及び、「所番地以下」欄に「〇番〇号」等（非公

開可）を入力してください。 

※ 住居表示が決まっていない場合は、地名地番で入力してください。 

※ 地名地番を入力する場合で、登記上の土地が複数に分かれている場合は、番地を「，」で区切り、

できる限り全ての番地を入力してください。 

■住宅に関する権原 

「住宅の所有者およびその他の転貸人」項目の情報は、「権原」項目において「賃借権」又は「使

用貸借による権利」を選択した場合に入力・選択してください。また、「行を追加する」をクリ

ックして、1 行に対して所有者・転貸人の一人ずつの情報を入力・追加作成してください。複数

の所有者・転貸人がいる場合は、複数の行の作成が必要です。 

※ 「権原」とは、住宅について、事業を行う者が所有している、又は賃貸借契約による賃借権を有する

等、その使用を正当化する法律上の原因をいいます。 

※ 「住宅の所有者およびその他の転貸人」の入力情報は非公開になります。 

※ 所有者・転貸人情報を入力した行は、削除をしたい当該行の最右欄にある「削除」をクリックすること

により削除可能です。 
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■申請事業者 

住宅の事業主（賃貸人）の情報を入力・選択してください。住宅所有者等から借り上げて運営す

る場合は、借り上げた事業者（入居者と賃貸借契約を結ぶ事業者）の情報を入力してください。 

「役員」項目の情報は、事業者が法人である場合に入力してください。また、「行を追加する」

をクリックして、1 行に対して役員一人ずつの情報を入力・追加作成してください。複数の役員

がいる場合は、複数の行の作成が必要です。（法人登記簿に含まれない執行役員まで含めて入力

してください。）ただし、宅地建物取引業、賃貸住宅管理業、住宅宿泊管理業のいずれかに業者

登録を行っている法人は、免許・登録番号等を入力すれば、「役員」項目を入力する必要はあり

ません。 

留意点 
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※ 「申請事業者」項目の全ての入力情報は非公開になります。（登録申請書においては表示されま

す。） 

※ 登録申請書及び情報提供システムホームページに掲載される役員情報は、行を追加作成され

た役員情報から順に掲載されます。 

※ 役員情報を入力した行は、削除をしたい当該行の最右欄にある「削除」をクリックすること

により削除可能です。 

※ 「申請事業者」情報に対して、4.2 において登録されたアカウント登録の内容を反映させることができ

ます。「アカウント登録情報から申請担当者へ転記する」ボタンを押してください。 

 

※ 「申請事業者」情報に対して、過去に入力された別の住宅の申請事業者の入力情報を反映させるこ

とができます。当該住宅を指定し、「転記」ボタンを押してください。 

 

 

■法定代理人 

住宅の事業主（賃貸人）が個人かつ未成年である場合のみ入力・選択してください。それ以外の

場合は入力不要です。 

 「役員」項目の情報は、法定代理人が法人である場合に入力してください。また、「行を追加す

る」をクリックして、1 行に対して役員一人ずつの情報を入力・追加作成してください。複数の

役員がいる場合は、複数の行の作成が必要です。（法人登記簿に含まれない執行役員まで含めて

入力してください。）ただし、宅地建物取引業、賃貸住宅管理業、住宅宿泊管理業のいずれかに

業者登録を行っている法人は、免許・登録番号等を入力すれば、「役員」項目を入力する必要は

ありません。 

※ 「法定代理人」項目の全ての入力情報は非公開になります。（登録申請書においては表示されま

す。） 

※ 登録申請書及び情報提供システムホームページに掲載される役員情報は、行を追加作成され

た役員情報から順に掲載されます。 

※ 役員情報を入力した行は、削除をしたい当該行の最右欄にある「削除」をクリックすること

により削除可能です。 
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■着工の年月，竣工の年月 

建築工事の着工年月日又は竣工年月日を入力してください。 

※ 登録を行いたい住宅が当初建築された建築工事の着工年月日又は竣工年月日を入力してくださ

い。 

※ 着工日又は竣工日は日にちまで入力可能ですが、公開されるのは年月までになります。 

※ 着工日の日にちが不明な場合、「1」の日付を入力してください。 

■構造及び設備 

構造は該当する選択肢を選択してください。階数は地階を除いて選択してください。 

※ 「構造」項目において、混構造の場合は、「その他」を選択してください。 

■耐震性を有することを確認できる書類，その他 地方公共団体の指定書類 

登録窓口が登録申請において求められる書類を本登録申請において添付することができます。 

※ 登録する「耐震性を有することを確認できる書類」のファイルのサイズは 10MB を超えないようにして

ください。登録する「その他 地方公共団体の指定書類」のファイルのサイズは 3MB を超えないよう

にしてください。また、ファイルの種類は、PDF、JPEG、PNG、GIF形式のものに限ります。 

※ ドラッグ＆ドロップにより画像の登録が可能です。 

※ 保存には時間を要しますので仮保存（内容の確認）ボタンをクリック後は操作を止めて画面が確認
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画面に切り替わるのをお待ちください。 

※ 登録した画像を削除する場合は、「削除する」を選択してください。この後に、「仮保存」されると削除

されます。 

■その他 

新耐震基準とは、1981（昭和 56）年 6 月 1 日以降の建築確認において適用されている基準にな

ります。なお、既存不適格建築物は、建築基準法違反ではありません。 

■入居に関する問い合わせ先 

問い合わせ先情報を登録してください。 

※ 「入居に関する問い合わせ先」情報に対して、過去に登録（6.2～6.4参照）された問い合わせ先情報

を反映させることができます。当該問合せ先を指定し、「転記」ボタンを押してください。 

 

■登録の申請が基本方針（及び供給促進計画）に照らして適切なものである旨 

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針」、「都道府県賃貸住宅

供給促進計画」、及び「市町村賃貸住宅供給促進計画」を確認したうえで、その趣旨に沿って適

切に運営される場合、「適切である」を選択してください。 

※ これら全ての「住棟 登録 基本情報」（アップロードしたファイル以外）に対して、入力情報を一時

的に保持することができます。「入力状態を保持して目次に戻る（一時保存機能）」ボタンを押してく

ださい。登録項目を一次保存すると入力状態が「未入力」になります。 

※ 入力状態の一時保存機能をご利用した場合、一時保存した内容は、8時間程度経過、又は、ログア

ウトすると削除されますので、ご注意ください。 

また、情報の入力が完了した後は、必ず、後述の入力内容を確認し、仮保存を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.athome.co.jp/contents/words/term_82/
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○ 入力後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 入力した内容で問題が無ければ、「仮保存」をクリックしてください。もし、再修正を行う必要が

ある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再入力が可能です。 
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7.4. 住宅登録申請・変更届出―目次（初期設定時） 

 

仮保存を行うと、こちらの画面に以下の情報が表示されます。 

システム管理情報 

●住宅 ID 

本システムにより自動発行される住宅識別用のコードが表示されます。 

●住宅名，住宅の区分 

本システムにより仮保存された住宅名、住宅の区分が表示されます。 

●申請種別 

現在、本システムにおいて作成している登録データの種別（登録申請、又は、変更届出）が表示され

ます。 
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●申請状態 

当該登録データの状態が以下の区分に分けられて表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「PDFダウンロード」をクリックすると、仮保存された登録情報が申請書様式で出力可能です。 

誓約書提出に関する同意 

同意文の頭にある□を選択した場合、本登録申請と共に誓約書が提出されます。 

住棟情報 

●入力フォーム 

本システムにより区分されている入力フォーム名が表示されます。 

●項目区分 

当該入力フォームに入力すべき登録情報の区分（登録（法令上定められている登録情報）、又は、

独自（システム独自項目登録情報））が表示されます。 

●必須 

当該入力フォームへの入力・仮保存が必須であるか、又は任意であるか表示されます。 

●状態 

当該入力フォームへの入力・仮保存が完了しているかどうか表示されます。 

○ 「共同利用設備（一般）」、及び、「共同利用設備（共同居住型）」をクリックしてください。 

※ 「共同利用設備（一般）」、又は、「共同利用設備（共同居住型）」の入力フォーム名が表示されてい

なければ、入力・仮保存しなくてもかまいません。 

状態 内容 

（申請なし） 登録申請又は変更届出の入力・編集を行っていない状態 

情報登録中 登録申請又は変更届出の入力・編集を行っている状態（未情報確

定） 

要修正 登録申請データ又は変更届出データに対して、都道府県等の登録

窓口により差戻しされ、修正及び情報確定を要する状態 

地公体編集中 都道府県等の登録窓口が登録データに対して修正を行っている状

態（事業主は当該登録データに対して操作不可になります） 

審査待ち 登録申請又は変更届出の情報確定を行った状態 
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7.5. 住棟 登録 共同利用設備 【一般住宅の場合】 

○ 以下の項目に対して適切に選択及び必要事項を入力してください。 

 

 

 

■全般について 

共用部にある共同利用設備「浴室」、「台所」、「収納」の有無を選択してください。 

○ 入力後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 入力した内容で問題が無ければ、「仮保存」をクリックしてください。もし、再修正を行う必要が

ある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再入力が可能です。 

 

留意点 
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7.6. 住棟 登録 共同利用設備 【共同居住型住宅の場合】 

○ 以下の項目に対して適切に選択及び必要事項を入力してください。 

 

 

■共同利用設備全般について 

共用部にある共同利用設備「便所」、「洗面室」、「浴室」、「台所」、「居間」、「食堂」、「洗濯室」の

有無及び詳細情報を選択・入力してください。 

■整備箇所数 

物件内に、当該共同利用設備が何箇所設置されているか、数値で入力してください。 

■想定利用戸数 

当該共同利用設備の利用を想定している住戸数を入力してください。利用戸数（人数）の制限等

を特に予定していない場合は、住宅の総戸数を入力してください 

■延べ床面積等 

留意点 
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全住戸数とは、住棟内の全ての住戸数になります。 

当該地域における最低延床面積は、都道府県等の登録窓口にご確認ください。 

もし、供給促進計画が掲載されている場合、ご参考ください。 

○ 入力後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 入力した内容で問題が無ければ、「仮保存」をクリックしてください。もし、再修正を行う必要が

ある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再入力が可能です。 
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○ 「住宅登録申請・変更届出―目次」画面を表示してください。 

7.7. 住宅登録申請・変更届出―目次 【住棟情報（登録区分：「登録」）仮保存済みの場合】 

 

○ 「新規登録」をクリックしてください。 
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7.8. 住宅登録申請・変更届出―住戸登録項目 基本情報 

○ 以下の項目に対して適切に選択及び必要事項を入力してください。 

 

 

 

■住宅の区分 

システムにより自動的に住宅の区分が表示されます。 

■住戸番号 

該当する住戸番号を具体的に入力してください。（１住戸（共同居住型住宅の場合は 1 室）の番

号のみを入力してください。） 

※戸建て住宅等、住戸番号が無い場合、「―（ハイフン）」を入力してください。 

■専用部分の床面積 

当該住戸タイプの専用面積を入力してください。 

※１：面積の算定にあたっては、壁芯による算定を行ってください。 

※２：バルコニー部分は専用面積には含みません。 

※３：パイプスペースの取扱い等については、都道府県等の登録窓口に確認してください。 

  

留意点 
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■間取り図 

間取り図は、間取り図の画像のファイルを「ファイルの選択」により選択することによって、登

録してください。 

※ 登録する画像のサイズは３MB を超えないようにしてください。また、画像のファイルの種類は、JPEG、

PNG、GIF形式のものに限ります。 

※ ドラッグ＆ドロップにより画像の登録が可能です。 

※ 保存には時間を要しますので仮保存（内容の確認）ボタンをクリック後は操作を止めて画面が確認

画面に切り替わるのをお待ちください。 

※ 登録した画像を変更する場合は、変更後の画像ファイルを選択し、「削除する」を選択してください。

この後に、「仮保存」されると変更されます。 

■月額家賃，共益費・管理費 

当該住戸の家賃、共益費・管理費を入力してください。 

■敷金 

当該住戸の敷金金額、又は、家賃の月数分のいずれかを入力してください。 

■専用部分の規模並びに構造及び設備等 

当該住戸の住戸内設備について、それぞれの有無を入力してください。 

※ 一般住宅の場合、「洗濯室」は入力不要です。 

※ 共同居住型住宅（シェアハウス）の場合、「収納」項目は入力不要です。 
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※ これら全ての「住棟 登録 基本情報」（アップロードしたファイル以外）に対して、入力情報を一時

的に保持することができます。「入力状態を保持して目次に戻る（一時保存機能）」ボタンを押してく

ださい。登録項目を一次保存すると入力状態が「未入力」になります。 

※ 入力状態の一時保存機能をご利用した場合、一時保存した内容は、8時間程度経過、又は、ログア

ウトすると削除されますので、ご注意ください。 

また、情報の入力が完了した後は、必ず、後述の入力内容を確認し、仮保存を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

○ 入力後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 入力した内容で問題が無ければ、「仮保存」をクリックしてください。もし、再修正を行う必要が

ある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再入力が可能です。 
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7.9. 住宅登録申請・変更届出―目次 【住戸情報（基本情報）1件仮保存済みの場合】 

 

仮保存を行うと、こちらの画面の住戸情報欄に以下の住戸情報が表示されます。 

●№ 

本システムにより自動付与される番号が表示されます。 

●住戸番号／詳細情報 

本システムにより仮保存された申請区分、住宅区分、家賃、間取り、専用床面積が表示されます。 

※ 間取りは、8.5の仮保存後に表示されます。 

●操作 

「複製」又は「削除」が可能です。 

●入力フォーム 

「登録 基本情報」をクリックすると「住宅登録申請・変更届出―住戸登録項目 基本情報」画面に
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遷移します。 

「入居者範囲」をクリックすると「住宅登録申請・変更届出―住戸登録項目 入居者範囲」画面に遷

移します。 

●登録区分 

当該入力フォームに入力すべき登録情報の区分（登録（法令上定められている登録情報）、又は、

独自（システム独自項目登録情報））が表示されます。 

●必須 

当該入力フォームへの入力・仮保存が必須であるか、又は任意であるか表示されます。 

●状態 

当該入力フォームへの入力・仮保存が完了しているかどうか表示されます。 

○ 7.8の「住宅登録申請・変更届出―住戸登録項目 基本情報」の入力・仮保存は、登録したい住戸

毎に必要です。繰り返し、住戸毎に入力・仮保存してください。 

※ このとき、住戸情報の操作欄の「複製」をクリックすることにより、直下に同じ住戸情報の行が追加さ

れますので、作業の負担軽減のためにもこの操作をご利用ください。ただし、前述の複製を行った

場合、住戸番号が「○○○－複製」と記載されるため、正確な住戸番号に修正してください。 

○ 基本情報を仮保存した住戸情報の「入居者範囲」をクリックしてください。 
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7.10. 住宅登録申請・変更届出―住戸登録項目 入居者範囲 

○ 以下の項目に対して適切に選択及び必要事項を入力してください。 
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■全般について 

各住宅要配慮者の入居可否、範囲・条件等を選択・入力してください。 

※ 子育て者とは、子ども（18歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にある者をいう。）を養育し

ている者が該当します。 

※ 外国人とは、日本の国籍を有しない者が該当します。 

※ 帰国被害者等とは、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に規定

する、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等が該当します。 

※ 犯罪被害者等とは、「犯罪被害者等基本法」に規定する、犯罪及びこれに準ずる心身に有害

な影響を及ぼす行為により害を被った者及びその家族又は遺族が該当します。 

※ 保護観察対象者等とは、「更生保護法」に規定する保護観察対象者もしくは更正緊急保護を

受けている者、又は「売春防止法」に規定する保護観察に付されている者が該当します。 

※ 生活困窮者とは、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそ

れのある者で、「生活困窮者自立支援法」第 2条第 2項第 3号に規定する事業による援助を

受けている者が該当します。 

※ 国土交通大臣が指定する災害の被災者とは、東日本大震災等の非常災害により滅失もしくは

損傷した住宅に居住していた者、又は災害救助法が適用された区域等に住所を有していた者。

ただし、東日本大震災については、災害の発生した日から起算して 10 年間を経過していな

い者に限る。（現時点で対象となっている非常災害は東日本大震災のみ。） 

※ 1つ以上の住宅要配慮者は、必ず入居可にしてください。 
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※ 供給促進計画において定める者は、都道府県及び市町村が作成する「都道府県賃貸住宅供給促

進計画」、及び「市町村賃貸住宅供給促進計画」において定められる住宅確保要配慮者が自動的

に表示されます。 

■住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である旨 

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅とは、セーフティネット住宅のうち、住宅確保要配慮者のみが入

居できる住宅として登録された住宅のことになります。この住宅に該当する場合、「はい」の選

択肢を選択してください。 

○ 入力後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 入力した内容で問題が無ければ、「仮保存」をクリックしてください。もし、再修正を行う必要が

ある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再入力が可能です。 

○ これら「住宅登録申請・変更届出―住戸登録項目 入居者範囲」の入力・仮保存は、登録したい住

戸全てに必要です。全住戸情報の入居者範囲情報を入力・仮保存してください。 

※ このとき、住戸情報の操作欄の「複製」をクリックすることにより、直下に同じ住戸情報の行が追加さ

れますので、作業の負担軽減のためにもこの操作をご利用ください。 

ただし、前述の複製を行った場合、住戸番号が「○○○－複製」と記載されるため、正確な住戸番

号に修正してください。 

また、複製元になる情報を作成したときと複製情報を追加したときでは、「住戸登録項目 入居者範

囲画面」の「供給促進計画において定める者」の項目が異なる場合がございますので、「住戸登録

項目 入居者範囲画面」の入力フォームを開いて仮保存することをお奨めします。 
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8. システム独自項目登録情報の入力・編集 

○ システム独自項目登録情報を入力・編集したい場合、「住宅一覧」画面（7.2参照）においてシス

テム独自項目登録情報を入力・編集したい住宅の「独自項目編集」、「編集を続ける」又は「修正

を行う」をクリックすることにより「住宅登録申請・変更届出―目次」画面を表示してください。 

8.1. 住宅登録申請・変更届出―目次 

 

○ 住棟情報の「独自 基本情報」、「共用部分・周辺状況（一般）」、「共用部分・周辺状況（共同居住

型）」、住戸情報の「独自 基本情報」、又は「専用部」をクリックして、各々、8.2、8.3、8.4、

8.5、8.6、8.7に従ってください。 
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※ 「共用部分・周辺状況（一般）」、又は、「共用部分・周辺状況（共同居住型）」の入力フォーム名が表

示されていなければ、入力・仮保存しなくてもかまいません。 

8.2. 住棟 独自 基本情報 

○ 以下の項目に対して適切に選択及び必要事項を入力してください。 
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■全般について 

※ 選択肢（ラジオボタン）による選択項目において、未選択状態に戻したい場合は、選択肢をダブルク

リックすることにより解除できます。 

■住棟管理番号 

 ある特定の機能を利用される場合に番号を入力いただく項目になりますので、通常は、未入力の

ままにしてください。 

■利用交通手段 1，2，3 

最寄駅を入力した場合、最寄駅からの徒歩による所要時間は必ず入力・選択してください。所要

時間は地図ソフト、アプリ等により検索可能です。 

■住宅の所在地 

「地図から指定」をクリックしてください。緯度・経度情報が未入力の場合、7.3 において入力

された住宅の所在地情報をもとに、地図上でピン（マーカー）が立てられます。ピン（マーカー）

の位置は、「住所・名称から探す」より検索、又は、地図上で自由にクリックすることにより修

正できます。修正されましたら、「この地点を設定」をクリックしてください。この緯度・経度

情報は、情報提供システムホームページ上では公開されません。 

■申請事業者 

都道府県等の登録窓口から事業者への連絡用のＥメールアドレスを入力してください。情報提供

システムホームページ上では公開されません。 

■申請担当者 

都道府県等の登録窓口から登録担当者への連絡用のＥメールアドレスを入力してください。情報

提供システムホームページ上では公開されません。 

※ 各住棟情報の「独自 基本情報」に 4.2 において登録されたアカウント登録の内容を反映させること

ができます。「アカウント登録情報から申請担当者へ転記する」ボタンを押してください。 

 

■問合せ先 

問合せ先は、事前の登録が必要です。もし、登録されていない場合は、「こちら」をクリックし

て問合せ先情報を登録してください（6.2～6.4 参照）。 

登録後に「リストの更新」ボタンを押すとドロップダウンリストが更新され、追加された問合せ

留意点 
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先も選択可能になります。 

■管理の方式，委託する業務の内容，管理業務委託先 

管理とは、家賃・敷金等の受領、契約更新、契約終了の管理のことになります。 

■物件種別 

物件の種類において該当する選択肢を選択してください。 

■外観写真 1，2 

外観写真は、ホームページに最大 2 枚を任意で公開することができます。 

ただし、登録事務局において、公序良俗に反する画像と判断された場合は、予告なく削除させて

いただきます。 

また、画像の題目を、各々、キャプションに入力してください。 

※ 登録する画像のサイズは３MB を超えないようにしてください。また、画像のファイルの種類は、JPEG、

PNG形式のものに限ります。 

※ 保存には時間を要しますので仮保存（内容の確認）ボタンをクリック後は操作を止めて画面が確認

画面に切り替わるのをお待ちください。 

※ 登録した画像を削除する場合は、「削除する」を選択してください。この後に、「仮保存」されると削除

されます。 

○ 入力後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 入力した内容で問題が無ければ、「仮保存」をクリックしてください。もし、再修正を行う必要が

ある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再入力が可能です。 
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8.3. 住棟 共用部分・周辺状況 【一般住宅の場合】 

○ 以下の項目に対して適切に選択及び必要事項を入力してください。 
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■全般について 

※ 選択肢（ラジオボタン）による選択項目において、未選択状態に戻したい場合は、選択肢をダブルク

リックすることにより解除できます。 

■共同利用設備全般について 

一般住宅の共用部及び周辺状況について該当する選択肢を選択、又は適切に情報を入力してくだ

さい。 

■整備箇所数 

物件内に、当該共同利用設備が何箇所設置されているか、数値で入力してください。 

■合計床面積 

当該共同利用設備の面積を記載してください。物件内に複数設置されている場合は、その合計面

積を入力してください。 

■整備箇所 

当該共同利用設備が設置されている場所について、具体的な位置が分かるように入力してくださ

い。 

■想定利用戸数 

当該共同利用設備の利用を想定している住戸数を入力してください。利用戸数（人数）の制限等

を特に予定していない場合は、住宅の総戸数を入力してください 

■備考 

当該共同利用設備の仕様について該当する選択肢を選択してください。複数ある場合は、該当す

るものを全て選択してください。 

○ 入力後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 入力した内容で問題が無ければ、「仮保存」をクリックしてください。もし、再修正を行う必要が

ある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再入力が可能です。 

  

留意点 
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8.4. 住棟 共用部分 周辺状況 【共同居住型住宅の場合】 

○ 以下の項目に対して適切に選択及び必要事項を入力してください。 
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■全般について 

※ 選択肢（ラジオボタン）による選択項目において、未選択状態に戻したい場合は、選択肢をダブルク

リックすることにより解除できます。 

■共同利用設備全般について 

共同居住型住宅（シェアハウス）の共用部及び周辺状況について該当する選択肢を選択、又は適

切に情報を入力してください。 

■整備箇所数 

物件内に、当該共同利用設備が何箇所設置されているか、数値で入力してください。 

■合計床面積 

当該共同利用設備の面積を記載してください。物件内に複数設置されている場合は、その合計面

積を入力してください。 

■想定利用戸数 

留意点 
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当該共同利用設備の利用を想定している住戸数を入力してください。利用戸数（人数）の制限等

を特に予定していない場合は、住宅の総戸数を入力してください 

■備考 

当該共同利用設備の仕様について該当する選択肢を選択してください。複数ある場合は、該当す

るものを全て選択してください。 

○ 入力後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 入力した内容で問題が無ければ、「仮保存」をクリックしてください。もし、再修正を行う必要が

ある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再入力が可能です。 
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8.5. 住宅登録申請・変更届出―住戸独自項目 基本情報 

○ 以下の項目に対して適切に選択及び必要事項を入力してください。 
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■全般について 

当該住戸に該当する選択肢を選択、及び、適切に情報を入力してください。 

※ 選択肢（ラジオボタン）による選択項目において、未選択状態に戻したい場合は、選択肢をダブルク

リックすることにより解除できます。 

■住戸管理番号 

 ある特定の機能を利用される場合に番号を入力いただく項目になりますので、通常は、未入力の

ままにしてください。 

■部屋の向き 

最大開口部（最も大きな窓等）が面する方向を選択してください。 

■家賃等の公開 

「非公開」を選択することにより、月額家賃、共益費・管理費、敷金、礼金・敷引金の情報に限

り、希望に応じて情報提供システムホームページ上では非公開（「お問い合わせ下さい」と表示

されます）とすることができます（登録申請書においては、金額すべて表示されます）。 

■礼金・敷引，保証金、更新料 

当該金額、又は、家賃の月数分のいずれかを入力してください。 

■住宅保険 

保険料を定めていない場合、金額は未入力でかまいません。 

  ■入居条件 

「ペット可」「楽器可」を選択された場合は、「その他入居条件」に敷金等の値上がりや楽器の種

類等について明記してください。 

■取引態様 

当該住戸の取引における宅地建物取引業者の関与の仕方を選択してください。 

■入居状況 

「部屋状況」、「入居区分」、及び、「入居者情報」については、入居状況が変わった場合、随時、

本サイトにより当該登録情報を変更してください。 

「入居可能時期（登録時点）」及び「入居可能年月（登録時点）」については、登録申請時におけ

る入居可能時期を選択してください。また、「入居可能時期指定」を選択した場合、登録申請時

の入居希望者が入居を始められる年月を入力してください。 

留意点 
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※ 部屋状況において「入居中」を選択された場合、間取図の画像は非公表になります。 

 

 

■住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である旨 

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅とは、セーフティネット住宅のうち、住宅確保要配慮者のみが入

居できる住宅として登録された住宅のことになります（7.10 参照）。この住宅に該当する場合、

適切に入力してください。 

■内観写真 

内観写真は、住戸ごとにホームページに最大 4 枚を任意で公開することができます。 

ただし、登録事務局において、公序良俗に反する画像と判断された場合は、予告なく削除させて

いただきます。 

また、画像の題目を、各々、キャプションに入力してください。 

※ 登録する画像のサイズは３MB を超えないようにしてください。また、画像のファイルの種類は、JPEG、

PNG、GIF形式のものに限ります。 

※ 保存には時間を要しますので仮保存（内容の確認）ボタンをクリック後は操作を止めて画面が確認

画面に切り替わるのをお待ちください。 

※ 登録した画像を削除する場合は、「削除する」を選択してください。この後に、「仮保存」されると削除さ

れます。 

○ 入力後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 入力した内容で問題が無ければ、「仮保存」をクリックしてください。もし、再修正を行う必要が

ある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再入力が可能です。 
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8.6. 住宅登録申請・変更届出―住戸独自項目 専用部 【一般住宅の場合】 

○ 以下の項目に対して適切に選択及び必要事項を入力してください。 
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■全般について 

当該住戸内の設備について該当する選択肢を選択、及び、適切に情報を入力してください。 

※ 選択肢（ラジオボタン）による選択項目において、未選択状態に戻したい場合は、選択肢をダブルク

リックすることにより解除できます。 

■特記事項の条件等 

例えば、「インターネット対応」を選択した場合、設備設置にかかる費用等について記載してく

ださい。 

○ 入力後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 入力した内容で問題が無ければ、「仮保存」をクリックしてください。もし、再修正を行う必要が

ある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再入力が可能です。 

8.7. 住宅登録申請・変更届出―住戸独自項目 専用部 【共同居住型住宅の場合】 

○ 以下の項目に対して適切に選択及び必要事項を入力してください。 

 

留意点 
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  ■全般について 

当該住戸内の設備について該当する選択肢を選択、及び、適切に情報を入力してください。 

※ 選択肢（ラジオボタン）による選択項目において、未選択状態に戻したい場合は、選択肢をダブルク

リックすることにより解除できます。 

■特記事項の条件等 

例えば、「インターネット対応」を選択した場合、設備設置にかかる費用等について記載してく

ださい。 

○ 入力後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 入力した内容で問題が無ければ、「仮保存」をクリックしてください。もし、再修正を行う必要が

ある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再入力が可能です。 

 

 

留意点 
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9. 誓約書の提出 

○ 「住宅一覧」画面（7.2 参照）において誓約書を提出したい住宅の「編集を続ける」又は「修正

を行う」をクリックすることにより「住宅登録申請・変更届出―目次」画面を表示してください。 

9.1. 住宅登録申請・変更届出―目次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「誓約書提出に関する同意」において、掲載されている誓約書（PDF）の内容を確認し、その内容

について相違ないことに同意し、□をチェックした場合、この後の情報確定（10参照）をされる

と、都道府県等の登録窓口への登録申請と共に誓約書が送付されます。 
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10. 情報確定 

○ 必須の入力フォームの仮保存及び誓約書提出に関する同意が完了しましたら「住宅登録申請・変

更届出―目次」画面を表示してください。 

※ 「住宅一覧」画面（7.2 参照）より「住宅登録申請・変更届出－目次」画面を表示したい場合、「編集を

続ける」又は「修正を行う」をクリックしてください。 

10.1. 住宅登録申請・変更届出―目次 【必須入力フォーム仮保存済みの場合】 
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○ 「情報確定（最終確認）」をクリックしてください。 

※ ダブルクリックは行わないでください。 

※ 情報確定を行うと、都道府県等の登録窓口に登録申請されます。 

※ 情報確定後、本サイトで入力・選択した登録情報の修正はできません。ご注意ください。 

※ システム上、都道府県等の登録窓口が差戻し操作を行いますと、本サイトにログインして修正・編集

が可能になります。 

※ 情報確定をせずに申請を取り止める場合は「申請取り止め」をクリックしてください。これにより情報

登録中の申請情報が「住宅一覧」画面（7.2参照）から削除されます。 

※ 情報確定後に申請を取り止める場合は都道府県等の登録窓口に地方公共団体向け管理サイトに

おける「不承認」操作を求めてください。 

10.2. 住宅登録申請・変更届出―目次 【情報確定後の場合】 

 

○ 「申請書ダウンロード(ＰＤＦ)」又は「誓約書ダウンロード(ＰＤＦ)」をクリックしてください。

登録申請された登録申請書又は誓約書がＰＤＦ形式で出力されます。 

○ この登録申請書及び誓約書をパソコンのデスクトップ等に名前を付けて保存してください。 

○ 完了しましたら、ログアウトしてください。 

※ 登録申請後、都道府県等の登録窓口の連絡をお待ちください。もし、登録申請の内容に不備等が

あり、差し戻しされた場合、事業者管理サイトにログイン（5.1 参照）し、入力・選択した情報を修正、・

仮保存して、再度、情報確定をしてください。 
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10.3. 住宅詳細 

情報確定後に、「事業者ＨＯＭＥ」画面（5.3参照）において、「住宅管理（一覧）」をクリックして「住宅一覧」

画面（7.2参照）を表示し、当該住宅の「詳細」をクリックすると以下の画面が表示されます。こちらの画面か

ら、独自項目編集（8参照）、登録申請書及び誓約書のダウンロードが可能です。 
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11. 変更届出（登録情報の変更） 

都道府県等に承認された法令により定められた登録情報を変更したい場合、後述の作業を進めてくださ

い。 

11.1. ログイン画面の表示 

○ 「セーフティネット住宅事業者管理サイトログイン」画面を表示してください（5.1参照）。 

11.2. ログイン 

○ 事業者管理サイトログイン用の ID 及びパスワードを用いて「セーフティネット住宅事業者管理サ

イト」にログインしてください（5.2参照）。 

11.3. 事業者 HOME 

○ 「事業者ＨＯＭＥ」画面（5.3 参照）が表示されます。「住宅管理（一覧）」をクリックして「住

宅一覧」画面（7.2参照）を表示してください。 

11.4. 住宅一覧 

 

○ 登録情報を変更したい住宅の「変更届出」をクリックしてください。「住宅登録申請・変更届出－

目次」画面（10.1参照）が表示されます。 

※ 「変更届出」をクリック後に、住宅一覧画面より「住宅登録申請・変更届出目次」画面を表示したい場

合、「編集を続ける」又は「修正を行う」をクリックしてください。 

11.5. 登録情報の変更 

○ 「住宅登録申請・変更届出－目次」画面（9.1 参照）において、変更したい情報が入力されてい

る入力フォームをクリックすることにより、フォームを表示させて、変更したい全ての情報を上

書き的に修正し、仮保存（参照）してください。 
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※ 登録（又は、前回変更届出）された住宅詳細情報を確認したい場合は、14.を参照してください。 

11.6. 変更に係る事項一覧の更新 

 

○ 変更したい全ての情報を仮保存した後、「事項更新」ボタンを押してください。変更した情報の変

更前後の内容が一覧において確認できます。 

※ 申請事業者の「役員」、法定代理人の「役員」および供給促進計画において定める者については変

更された事項が自動生成されません。これらは「変更事項編集」画面で変更された事項を入力してく

ださい。 

※ 情報確定前に、再度、変更した情報を修正したい場合は、その都度、11.5 のとおりに情報を

修正し、「事項更新」ボタンを押してください。 

※ 自動抽出された変更に係る事項一覧の項目の並び替えは基本的にできません。 
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11.7. 変更事項及び変更年月日の編集（必要な場合） 

変更に係る事項一覧に表記されている①変更前・変更後内容、及び②変更年月日の編集が可能です。 

11.7.1. ①変更前・変更後内容を修正する場合 

 

○ 変更に係る事項一覧の変更前・変更後欄内に記載される変更前・変更後内容は、自動的に設定・

表示されます。もし、これら変更前・変更後内容を編集したい場合、編集欄内の「編集」をクリ

ックしてください。

 

○ 「変更事項編集」フォームが表示されます。変更に係る事項一覧の変更前・変更後欄内に記載さ

れる変更前・変更後内容を上書き的に修正し、「入力内容を確認」ボタンを押してください。 

 

○ 「変更事項編集」フォームで入力された内容を確認の上、よろしければ「保存」ボタンを押して

ください。ボタンを押すと変更に係る事項一覧画面に戻ります。 
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11.7.2. ②変更年月日を修正する場合 

 

 

○ 変更に係る事項一覧の変更年月日欄内に記載される変更年月日は、「事項更新」ボタンを押した日

付が自動的に設定・表示されます。もし、これら変更年月日が当該変更に係る事項の変更が発生

した日付と異なる場合、編集欄内の「編集」をクリックしてください。 

 

○ 「変更事項編集」フォームが表示されます。変更に係る事項一覧の変更年月日欄内に記載される

変更年月日を上書き的に修正し、「入力内容を確認」ボタンを押してください。 

 

○ 「変更事項編集」フォームで入力された内容を確認の上、よろしければ「保存」ボタンを押して

ください。ボタンを押すと変更に係る事項一覧画面に戻ります。 
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12. 変更届出（情報確定） 

○ 変更したい全ての情報を修正・仮保存し、変更事項に係る事項一覧に反映後、「住宅登録申請・変

更届出―目次」画面（10.1参照）を表示させてください。 

12.1. 住宅登録申請・変更届出―目次 

 

○ 「情報確定（最終確認）」をクリックしてください。 

※ 情報確定を行うと、都道府県等の登録窓口に変更届出されます。 
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及び、情報提供システムホームページに掲載されている登録情報が自動的に更新されます。ただし、

住戸の追加又は削除については更新されず、登録窓口の承認後に更新されます。 

※ 情報確定後、本サイトで入力・選択した登録情報の修正はできません。ご注意ください。 

※ システム上、都道府県等が差戻し操作を行いますと、本サイトにログインして修正・編集が可能にな

ります。 

※ 情報確定をせずに変更届出を取り止める場合は「申請取り止め」をクリックしてください。これにより

情報登録中の届出情報が「住宅一覧」画面（7.2参照）から削除されます。 

※ 情報確定を行った後に、登録窓口に承認されないと次回の変更届出操作ができなくなります。 

12.2. 住宅登録申請・変更届出―目次 【情報確定後の場合】 

 

○ 「届出書ダウンロード(ＰＤＦ)」をクリックしてください。変更届出された変更届出書がＰＤＦ

形式で出力されます。 

○ この変更届出書をパソコンのデスクトップ等に名前を付けて保存してください。完了しましたら、

ログアウトしてください。 

※ 変更届出後、都道府県等の登録窓口に連絡をお待ちください。もし、変更届出の内容に不備等が

あり、差し戻しされた場合、事業者管理サイトにログイン（5.1 参照）し、入力・選択した情報を修正・

仮保存して、再度、情報確定をしてください。 
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13. 情報確定後の独自項目の編集 

情報確定後も独自項目は編集が可能です。編集する場合、後述の作業を進めてください。 

13.1. 住宅一覧（情報確定後） 

 

○ 「独自項目編集」をクリックしてください。 
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13.2. 独自項目編集 目次 

 

○ 住棟情報の「独自 基本情報」、「共用部分・周辺状況（一般）」、「共用部分・周辺状況（共同居住

型）」、住戸情報の「独自 基本情報」、又は「専用部」をクリックして、各々、8.2、8.3、8.4、

8.5、8.6、8.7に従ってください。 

※ 「共用部分・周辺状況（一般）」、又は、「共用部分・周辺状況（共同居住型）」の入力フォーム名が表

示されていなければ、入力・仮保存しなくてもかまいません。 
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14. 住宅詳細情報の確認 

情報確定後ならびに情報登録中の情報を参照することが可能です。参照する場合、後述の作業を進め

てください。 

○ 「住宅一覧」画面（7.2参照）を表示させてください。 

14.1. 住宅一覧（情報確定後） 

 

○ 「詳細」をクリックしてください。 
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14.2. 住宅詳細 

  

 

 

○ タブの「住棟 登録 基本」、「住棟 独自 基本」、「住棟 共同設備（一般）」、「住棟 共同設備（共同）」、

「住棟 共用部・周辺状況（一般）」、「住棟 共用部・周辺（共同）」、並びに、「住戸情報」をクリ

ックしてください。 

※ 住宅の区分により共同設備と共用部分・周辺状況の表示・非表示が変化します。 

※ 登録した住戸が複数ある場合は下図のように「住戸情報」の中のタブを住戸ごとクリックします。 
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15. アカウント登録情報変更 

アカウント登録された情報（アカウント登録担当者の「E メールアドレス」以外）の変更が可能です。これらア

カウント登録情報を変更される場合、後述の作業を進めてください。 

○ 「事業者ＨＯＭＥ」画面を表示させてください（5.3参照）。 

15.1. 事業者 HOME 

 

○ 「アカウント登録情報変更」をクリックしてください。 
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○ アカウント登録事業者及び担当者において、上書き保存的に修正・編集してください。 

○ 情報提供メールの配信設定を変更したい場合、該当する設定を選択してください。 

○ 編集後、「入力内容を確認」をクリックしてください。 

○ 編集した内容で問題が無ければ、「この内容で登録する」をクリックしてください。もし、修正を

行う必要がある場合、「入力画面に戻る」をクリックしてください。再編集が可能です。 

 

○ 以上のメッセージが表示され、アカウント登録情報が変更されます。 
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16. メールアドレス変更 

アカウント登録されたアカウント登録担当者の「Eメールアドレス」の変更が可能です。このEメールアドレス

を変更される場合、後述の作業を進めてください。 

○ 「事業者ＨＯＭＥ」画面を表示させてください（5.3参照）。 

16.1. 事業者 HOME 

 

○ 「メールアドレス変更」をクリックしてください。 

 

○ 現在の E メールアドレスから変更したい新しい E メールアドレスを「新しい E メールアドレス」

及び「新しい Eメールアドレス（確認）」欄に入力して、「送信」をクリックしてください。 
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○ 以上のメッセージが表示され、所有権確認メール「[セーフティネット] メールアドレス変更完了

用 URLのお知らせ」が入力した新しい Eメールアドレス先に送信されます。 

○ 届いた所有権確認メールに記載されている「メールアドレスの変更情報」を確認して、「変更完了

用 URL」をクリックしてください。変更が完了します。 
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17. パスワード変更 

アカウント登録（4.2 参照）により発行された事業者管理サイトログイン用パスワードの変更が可能です。こ

のパスワードを変更される場合、後述の作業を進めてください。 

○ 「事業者ＨＯＭＥ」画面を表示させてください（5.3参照）。 

17.1. 事業者 HOME 

 

○ 「パスワード変更」をクリックしてください。 

 

○ 現在のパスワードを「現在のパスワード」欄に、現在のパスワードから変更したい新しいパスワ

ードを「新しいパスワード」及び「新しいパスワード（確認）」欄に入力して、「変更の送信」を

クリックしてください。 

※ パスワードは、大文字、小文字の区別にご注意ください。 
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○ 以上のメッセージが表示され、アカウント登録担当者の E メールアドレス宛てに、事業者管理サ

イトログイン用のパスワード変更完了メール「[セーフティネット] パスワードの変更を受け付け

ました」が送信されます。 
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18. 参考  

18.1. 住宅詳細における掲載情報項目別の管理者 

セーフティネット住宅情報提供システムホームページにおいて掲載されている住宅詳細情報の管理者を

項目別に以下の一覧に整理しました。 

 

住宅詳細 掲載情報項目 

情報の管理者 

所轄の地方公共団体

※１ 

登録事業者 

※２ 

基本情報 

  

住宅の名称 ○   

住宅の画像（外観、間取り図、内観） ○※間取り図 ○※外観、内観 

家賃 ○   

共益費・管理費 ○   

敷金 ○   

礼金   ○ 

間取り 
 

○  

部屋面積 ○   

部屋向き   ○ 

物件種別   ○ 

築年月 ○ 
 

所在地 ○   

交通 
 

○ 

問合せ先 ○  
 

住宅と周辺の情報 

  

PRポイント   ○ 

部屋の状況   ○ 

入居   ○ 

セーフティネット住宅タイプ ○   

住宅の設備・条件等 

  

キッチン、バス、トイレ   ○ 

設備・サービス   ○ 

バリアフリー   ○ 

その他   ○ 

条件   ○ 
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住宅の概要 

  

建物構造 ○   

所在階／階数 ○ ※階数 ○ ※所在階 

総戸数 ○   

面積 ○ ※部屋 ○ ※バルコニー 

駐車場等   ○ 

契約期間   ○ 

取引態様   ○ 

更新料   ○ 

保証金   ○ 

保険   ○ 

連帯保証人   ○ 

家賃保証への加入   ○ 

周辺環境 

  
学校   ○ 

買い物・病院   ○ 

物件の問い合せ先 

  

名称   ○ 

所在地   ○ 

電話番号   ○ 

担当者   ○ 

営業時間   ○ 

ホームページ   ○ 

定休日   ○ 

入居対象者の範囲・条件 

  

入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲 

  

低所得者（生活保護者以外） ○   

低所得者（生活保護者） ○   

被災者 ○   

国土交通大臣が指定する災害の被災者 ○   

高齢者 ○   

身体障害者 ○   

知的障害者 ○   

精神障害者 ○   

その他の障害者 ○   

子育て者（一人親以外） ○   

子育て者（一人親） ○   

外国人 ○   
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中国残留邦人等 ○   

帰国被害者等 ○   

生活困窮者 ○   

ハンセン病療養所入所等 ○   

犯罪被害者等 ○   

DV被害者 ○   

保護観察対象者等 ○   

児童虐待を受けた者 ○   

都道府県又は市区町村の供給促進計画において定められた者 ○   

その他の情報 

  

住宅の区分及び権原 

  

住宅の区分 ○   

住宅に関する権原 ○   

住宅に関する権原 期間 ○   

事業を行う者 

  

法人・個人の別 ○   

法人名 ○   

個人名又は代表者 ○   

住所 ○   

電話番号 ○   

家賃その他賃貸の条件に関する事項 

  入居可能時期（※入居開始時期も含む） 
 

○ 

管理の方法 

  

管理の方式  ○ 

委託する業務の内容（契約事項） 家賃等の受領に係る事務  ○ 

賃貸借契約の更新に係る事務  ○ 

賃貸借契約の終了に係る事務  ○ 

その他  ○ 

委託先 氏名又は名称  ○ 

電話番号  ○ 

登録の申請が基本方針（及び供給推進計画）に照らして適切なもの

である旨 
○   

専用部分の構造及び設備の有無 

  

便所 ○   

洗面 ○   

浴室 ○   

台所 ○   

収納 ○   
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洗濯室 ○   

一般住宅の共同利用設備等 

  （有無、整備箇所数、合計床面積（㎡）、整備箇所、想定利用戸数、備考） 

  浴室 ○※有無 

○※整備箇所数、合計

床面積（㎡）、整備箇

所、想定利用戸数、備

考 

  台所 ○※有無 

○※整備箇所数、合計

床面積（㎡）、整備箇

所、想定利用戸数、備

考 

  収納 ○※有無 

○※整備箇所数、合計

床面積（㎡）、整備箇

所、想定利用戸数、備

考  

共同居住型住宅の共同利用設備等 

  （有無、整備箇所数、合計床面積（㎡）、想定利用戸数、備考） 

  

便所    
○※有無、整備箇所

数、想定利用戸数 
○※合計床面積、備考 

洗面 
○※有無、整備箇所

数、想定利用戸数 
○※合計床面積、備考 

浴室 
○※有無、整備箇所

数、想定利用戸数 
○※合計床面積、備考 

台所 ○※有無 
○※整備箇所数、合計

床面積、想定利用戸

数、備考 

居間 ○※有無 
○※整備箇所数、合計

床面積、想定利用戸

数、備考 

食堂 ○※有無 
○※整備箇所数、合計

床面積、想定利用戸

数、備考 

洗濯室 ○※有無 
○※整備箇所数、合計

床面積、想定利用戸

数、備考 

共同居住型住宅の延べ床面積等 

  

全住戸数（戸） ○   

住棟の延べ床面積（㎡） ○   

備考 
 

○  

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である旨 ○   

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である期間 
 

○  

※１：掲載情報に誤り等があった場合、変更届出による修正が必要です 

※２：掲載情報に誤り等があった場合、本管理サイトにより修正が可能です 
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19. 最後に 

19.1. お問い合わせ 

システム的な問題などのご不明な点に関しては、下記にお問い合わせください。 

 

一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会 

セーフティネット住宅登録事務局 

TEL ：03-5229-7578 （平日 10:00～12:00、13:00～17:00） 

E-mail：info@safetynet-jutaku.jp 

 


